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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光層を含む少なくとも１層の有機層とこれを挟持する反射性電極と透明電極とからな
る一対の電極が、光取り出し面から観測者側に放射される発光光の正面輝度値と５０度～
７０度方向の輝度値が、式（１）；正面輝度値＜５０度～７０度方向の輝度値、の関係を
満たすように形成されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光光が発光
層から透明電極を介して観測者側に出射するまでの間に空気層を介することなく光の反射
・屈折角に乱れを生じさせる領域を設け、この領域内またはこの領域と発光層との間に、
発光層から放射される発光光を励起光源として吸収し、蛍光発光または燐光発光する少な
くとも１種の発光性材料を含ませてなり、かつ上記の光の反射・屈折角に乱れを生じさせ
る領域は、透明材料中にこれとは屈折率の異なる透明材料または不透明材料を分散分布さ
せた光拡散性部位からなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２】
　正孔と電子の再結合発光領域の中心部と反射性電極との距離をｄ（ｎｍ）、発光層に用
いている材料の蛍光発光スペクトルのピーク波長をλ（ｎｍ）、発光層と反射性電極との
問の有機層の屈折率をｎとすると、式（２）；（０．３／ｎ）λ＜ｄ＜（０．５／ｎ）λ
、の関係を満たす請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を具備することを特徴と
する面光源。
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【請求項４】
　請求項１または２に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を具備することを特徴と
する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発光層から放射される発光光を励起光源として用い、発光性材料の励起発光光
を外部光として取り出す色変換方式の有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、その発
光効率、とくに発光光の外部取り出し効率にすぐれる有機エレクトロルミネッセンス素子
に関し、またこの有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた高効率で消費電力の低い面
光源および表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電極問に発光層を設け、電気的に発光を得るエレクトロルミネッセンス素子や発光ダイオ
ードは、ディスプレイ表示装置としての利用はもちろん、平面型照明、光ファイバー用光
源、液晶ディスプレイ用バックライト、液晶プロジェクタ用バックライトなどの各種光源
としても、盛んに研究開発が進んでいる。とくに、有機エレクトロルミネッセンス素子は
、発光効率、低電圧駆動、軽量、低コストという点ですぐれており、近年、注目を浴びて
いる。これらの光源用途で最大の関心事は発光効率の向上であり、蛍光灯に匹敵する発光
効率を目標として、素子構成、材料、駆動方法、製造方法などの改良が検討されている。
【０００３】
しかし、有機エレクトロルミネッセンス素子のように発光層自体から発光を取り出す固体
内発光素子では、発光層の屈折率と出射媒質との屈折率により決まる臨界角以上の発光光
は全反射し内部に閉じ込められ、導波光として失われる。古典論的な屈折の法則（スネル
の法則）による計算では、発光層の屈折率をｎとすると、発生した光が外部に取り出され
る光取り出し効率ηは、η＝１／（２ｎ2 ）で近似される。仮に発光層の屈折率が１．７
であると、η≒１７％程度となり、８０％以上の光は導波光として素子側面方向の損失光
として失われる。
また、有機エレクトロルミネッセンス素子では、電極から注入された電子・正孔の再結合
により生成する励起子のうち、発光に寄与するのは１重項励起子のみであり、その生成確
率は１／４である。すなわち、これだけを考慮しても、効率は５％以下と極めて低いもの
となる。
【０００４】
近年、発光層自体の発光効率を上げる方法として、３重項励起子からの燐光からも発光が
得られる発光材料の開発（特開２００１－３１３１７８号公報）も進んでおり、量子効率
を飛躍的に向上できる可能性も見い出されている。しかし、仮に量子効率を向上できても
、取り出し効率としてはそれに乗ずる形で発光効率を低下させてしまう。言い換えると、
取り出し効率を改善できれば、相乗効果として飛羅的に効率を向上できる余地が残されて
いる。
【０００５】
このように、導波光を外部に取り出すには、発光層と出射面との間に反射・屈折角を乱れ
させる領域を形成し、スネルの法則を崩して、本来導波光として全反射される光の伝送角
を変化させてやるか、発光自体に集光性を持たせる必要がある。しかし、導波光をすべて
外部に出射させる領域を形成するのは容易でなく、このため、できるだけ多くの導波光を
取り出す提案がなされている。
【０００６】
たとえば、取り出し効率を改善する方法として、基板自体に集光性を持たせることで取り
出し効率を向上させる方法（特開昭６３－３１４７９５号公報）や、発光層をディスコチ
ック液晶で形成し、発光光自体の正面指向性を向上させる方法（特開平１０－３２１３７
１号公報）、素子自体に立体構造や傾斜面、回折格子などを形成する方法（特開平１１－
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２１４１６２号、特開平１１－２１４１６３号、特開平１１－２８３７５１号公報）が提
案されている。
しかしながら、これらの提案では複雑な構成になってしまったり、発光層自体の発光効率
が低くなるなどの問題がある。
【０００７】
また、比較的簡単な方法として、光拡散層を形成し、光の屈折角を変化させて全反射条件
にある光を減らす方法も提案されている。
たとえば、内部と表面で屈折率の異なる屈折率分布構造を有する粒子を透明基材中に分散
させた拡散板を使用する方法（特開平６－３４７６１７号公報）、透光性基体上に単粒子
層を並べた拡散部材を使用する方法（特開２００１－３５６２０７号公報）、発光層と同
じ材質中に散乱粒子を分散させる方法（特開平６－１５１０６１号公報）などが、数多く
提案されている。
これらの提案では、散乱粒子の特性、分散マトリックスとの屈折率差、粒子の分散形態、
散乱層の形成場所などに特徴を見い出したものである。
【０００８】
ところで、有機エレクトロルミネッセンス素子は、電界を印加することで、陽極より注入
された正孔と陰極より注入された電子とが再結合して励起子となり、蛍光物質（または燐
光物質）が発光する原理を利用したものである。よって、量子効率を上げるためには、こ
の再結合が効率良く行われる必要がある。その方法として一般的に行われるのが、素子を
積層構造とする方法である。積層構造の例としては、正孔輸送層／電子輸送性発光層の２
層型、正孔輸送層／発光層／電子輸送層の３層型などが挙げられる。また、効率を上げる
ために、ダブルヘテロ構造とするような積層型素子も多数提案されている。
【０００９】
このような積層構造の場合、再結合はある領域で、ほぼ集中して起こる。
たとえば、前記２層型の有機エレクトロルミネッセンス素子であれば、図８に示すように
、支持基板１上で反射性電極３と透明電極２とからなる一対の電極間に挟持された正孔輸
送層４と電子輸送性発光層５の界面層から、約１０ｎｍ程度電子輸送性発光層側の領域６
で集中的に発生する（Ｔａｋｕｙａ，Ｏｇａｗａ　ｅｔ　ａｌ，「ＩＥＩＣＥ　ＴＲＡＮ
Ｓ　ＥＬＥＣＴＲＯＮ」Ｖｏｌ．Ｅ８５－Ｃ，Ｎｏ．６，頁１２３９、２００２の報告）
。
また、発光領域６で発生する光は全方向に放射される。その結果、図９に示すように、透
明電極２側の光取り出し面方向に放射した光と、反射性電極３側に放射し反射されて光取
り出し面方向に放射される光に光路差が生じる。
【００１０】
図９において、通常、有機エレクトロルミネッセンス素子の電子輸送性発光層の厚さは数
十～百数十ｎｍであり、可視光波長のオーダーである。したがって、最終的に外部に出射
する光は干渉を起こし、発光領域と反射電極との距離ｄにより強め合ったり弱め合ったり
する。
また、図９では正面方向の放射光のみを記述しているが、実際には斜め方向の光も存在し
、距離ｄと発光波長λによっては、放射光の角度により干渉条件が異なる。その結果、正
面方向の光は強め合い、広角度方向の光は弱め合う場合や、その反対の場合が起こりうる
。すなわち、発光輝度が視角度により変化する。もちろん、距離ｄが大きくなると、角度
により顕著に光の強度が変化することになる。よって、通常は正面方向の光が互いに強め
合うように、距離ｄが発光波長のおよそ１／４波長の長さとなるように膜厚が設定される
。
【００１１】
また、距離ｄが、たとえば５０ｎｍ程度より薄くなると、通常金属が用いられる反射性電
極では、光の吸収が顕著になり、発光強度の低下と強度分布にも影響が現れる。すなわち
、有機エレクトロルミネッセンス素子では、発光領域と反射性電極との間の距離ｄにより
、放射光分布が顕著に変化し、前述した導波光成分もそれに伴い大きく変化する。



(4) JP 4406213 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

さらに、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光スペクトルは、比較的広い波長にわた
ってブロードな特性をもっている。したがって、距離ｄにより強め合う波長域が変化する
結果、発光ピーク波長が変化する。また、距離ｄによっては、発光スペクトルも視角度に
より変化する。
【００１２】
これらの問題を解決するため、視角により発光色が異なる現象を抑制するように、膜厚を
選定する提案がなされている（特許文献１参照）。しかしながら、導波光に関する記述は
なく、この提案で発光色の視角依存性が抑制できる膜厚は、後述する本発明の範囲とは明
らかに異なるものである。
【００１３】
以上の理由より、発光光のうち約８０％は導波光として素子内部に閉じ込められていると
いう古典論的な計算では、積層型の有機エレクトロルミネッセンス素子の外部取り出し効
率は正しく見積もれないことになる。すなわち、導波光成分も、素子構成により顕著に変
化しているのである。たとえば、Ｍ．Ｈ．Ｌｕらの報告（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，Ｖ
ｏｌ．９１，Ｎｏ．２，ｐ．５９５，２００２）によれば、マイクロキヤビティー効果を
考慮した量子論的計算手法により素子構成による導波光成分の変化について詳細な研究が
なされている。よって、全反射条件を崩すべく光拡散層などを形成しても、古典論から期
待されるほどの大きな効果は得られていないのが実情である。
【００１４】
一方で、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光光を吸収して、可視光域の蛍光を発す
る発光性材料をフィルタに用いる色変換方式が提案されている（特許文献２，３参照）。
この方式は、発光性材料の種類や添加量、材料の混合比などを調整することで、白色発光
をはじめとする任意の可視発光光を取り出すことができる。また、ディスプレイ表示装置
においてフルカラー表示を行う場合、通常は画素ごとにそれぞれ赤色、緑色、青色の有機
エレクトロルミネッセンス層を形成する必要があるが、上記方式では、画素はすべて同一
の有機エレクトロルミネッセンス層として形成し、別途、赤色、緑色、青色の発光性材料
を塗り分けたカラーフィルタを用いることで、フルカラー表示が可能となる。カラーフィ
ルタの製造方法は、従来の液晶表示装置用のカラーフィルタで培われた製造技術をそのま
ま応用でき、製造コストの低減も可能となる。
【００１５】
しかしながら、有機エレクトロルミネッセンス素子の励起光を吸収し、発光性材料が発光
する場合、その変換効率による効率低下はもちろんのこと、固体内での発光であるため、
その発光光の大部分は導波光として内部に閉じ込められてしまうという状況は同じである
。これに対して、発光性材料を分散させた領域にそのマトリックスとは屈折率の異なる粒
子を分散させたり、発光性材料の上部に光拡散層やレンズシートを形成するという従来の
技術を用いることで、ある程度、導波光を外部に取り出すことは可能である。
【００１６】
このように、従来技術では色変換方式により任意の可視光発光が得られるという特徴を生
かしつつ、素子構成による導波光成分の変化について詳しく研究し、その上で外部取り出
し効率の向上に注目して詳細に検討した報告は、これまでになされておらず、上記検討に
基づいた高効率の有機エレクトロルミネッセンス素子の出現が強く切望されているのが現
状である。
【００１７】
【特許文献１】
特開平５－３０８１号公報（第２～４頁）
【特許文献２】
特開平３－１５２８９７号公報（第１～３頁）
【特許文献３】
特開平５－２５８８６０号公報（第１～３頁）
【００１８】
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【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような事情に照らし、有機エレクトロルミネッセンス素子において、従来
、素子内部に導波光として閉じ込められていた損失光を効率良く取り出し、かつ色変換方
式により任意の発光光を取り出すことのできる高輝度の有機エレクトロルミネッセンス素
子を提供することを目的としている。また、本発明は、この有機エレクトロルミネッセン
ス素子を使用した高効率で消費電力の低い面光源および表示装置を提供することを目的と
している。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の目的を達成するために、鋭意検討を重ねた結果、まず、以下のよう
な知見を得た。この知見について、図７を用いて説明する。
図７は、前記の図８に示した２層型の有機エレクトロルミネッセンス素子に関して、その
発光領域６からの発光光が外部に出射される場合の模式図を、上半球面のみについて、示
したものである．実際には、反射性電極３方向の発光光も存在するが、ここでは省略して
いる。
この図７において、支持基板（ガラス基板）１の屈折率と空気層の屈折率差により決まる
臨界角は約４０度である。すなわち、４０度より大きな角度の光は、ガラス／空気界面で
全反射し、導波光として素子内部に閉じ込められる。紙面上では４０度／９０度、すなわ
ち、４５％近くの光は、外部に出射するように見えるが、実際の発光は全方位に放射され
る。したがって、立体角の関係から、より広角度の成分になるほどその光量は大きくなる
。上述の古典論的計算で発光効率が２０％以下と算出されるのはそのためである。
【００２０】
このように放射される発光光に対し、支持基板（ガラス基板）１上に発光性材料を含ませ
た色変換層を設けて、この層に入射させるようにすると、発光性材料は、上記の発光光を
励起光源として吸収し、蛍光発光または燐光発光する。この蛍光発光または燐光発光の発
光色は、使用する発光性材料の種類を変えることにより任意に選択することができ、複数
の発光性材料を用いて、その添加量を調整することにより、白色発光を得ることも可能で
ある。
ここで、発光性材料を含ませた色変換層が光の反射・屈折角に乱れを生じさせることのな
い通常の領域からなる場合、その発光光が空気層界面で全反射を受け導波光として失われ
るという状況はなんら変わらない。
【００２１】
しかしながら、本発明者らは、上記の色変換層を、とくに光散乱性色変換層で構成して、
光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領域としたときに、励起発光光が外部に出射するま
での過程で光散乱を受け、光の伝送角が変化し、本来は素子内部に閉じ込められる広角度
の光も全反射条件を外れ、外部に出射できるようになり、また全反射条件となるように散
乱を受けた光は、空気界面で全反射して、素子内部に戻され、再度散乱を受けるうちに、
その伝送角が全反射条件を外れ、最終的に外部に出射されるようになることを見い出した
。
【００２２】
一方、実際の有機エレクトロルミネッセンス素子では光の干渉効果が起こる。これに対し
て、従来技術では、外部に出射できる正面方向の光が強め合うように素子構成を決定する
のが普通であり、この場合、導波光は逆に弱め合うように干渉する。しかしながら、本発
明者らは、上記従来とは異なり、わざと正面方向の光は弱めあい、通常は導波光として素
子内部に閉じ込められる広角度成分の光を強め合うように素子構成を決定し、立体角の関
係上、大部分の光量が分布する広角度の光を増幅し、この光を上記した光散乱性色変換層
に入射させるようにすると、その発光効率が著しく高められることがわかった。
【００２３】
このように、通常の有機エレクトロルミネッセンス素子では発光効率がかえって低下する
素子構成を形成した上で、光散乱性色変換層を設けるようにすると、励起光である有機エ
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レクトロルミネッセンス発光を最大限に利用して、その励起発光光を効率良く外部に取り
出すことができ、最終的に高効率の有機エレクトロルミネッセンス素子が得られることを
見い出した。
また、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子では、その最大の欠点として微量の湿気
や酸素により素子が劣化し、発光効率の低下はもちろん、微小な欠陥を起点にダークスポ
ットが発生する問題があった。しかし、この問題も、上記本発明者らの素子構成により、
回避できることがわかった。
【００２４】
ダークスポットに関しては、たとえば、Ｊ．ＭｃＥｌｖａｉｎらによる報告（Ｊ．Ａｐｐ
ｌ．Ｐｈｙｓ．，Ｖｏｌ．８０，Ｎｏ．１０，ｐ．６００２，１９９６）などに詳細に記
載されており、これを防止するため、通常は、素子を完全に封止するようにしているが、
これでもダークスポットの発生を完全に防止することは容易でなかった。このダークスポ
ットは、面光源としての外観、視認性を著しく低下させる原因となる。しかるに、本発明
者らによる上記の素子構成では、多少のダークスポットが発生しても、最終的に観測者側
に出射する光は、光散乱性色変換層内に分散された発光性材料の励起発光光が大部分であ
り、しかもこれらは幾度も散乱されて外部に出射するため、ダークスポットの発生による
視認性の低下はほとんど気にならなくなるという効果も奏される。
【００２５】
　本発明は、以上の知見をもとにして、完成されたものである。

　すなわち、本発明は、発光層を含む少なくとも１層の有機層とこれを挟持する反射性電
極と透明電極とからなる一対の電極が、光取り出し面から観測者側に放射される発光光の
正面輝度値と５０度～７０度方向の輝度値が、式（１）；正面輝度値＜５０度～７０度方
向の輝度値、の関係を満たすように形成されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子に
おいて、発光光が発光層から透明電極を介して観測者側に出射するまでの間に空気層を介
することなく光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領域を設け、この領域内またはこの領
域と発光層との間に、発光層から放射される発光光を励起光源として吸収し、蛍光発光ま
たは燐光発光する少なくとも１種の発光性材料を含ませてなり、かつ上記の光の反射・屈
折角に乱れを生じさせる領域は、透明材料中にこれとは屈折率の異なる透明材料または不
透明材料を分散分布させた光拡散性部位からなることを特徴とする有機エレクトロルミネ
ッセンス素子（以下、単に有機ＥＬ素子という）に係るものである。

　また、本発明は、上記有機ＥＬ素子のとくに好ましい態様として、正孔と電子の再結合
発光領域の中心部と反射性電極との距離をｄ（ｎｍ）、発光層に用いている材料の蛍光発
光スペクトルのピーク波長をλ（ｎｍ）、発光層と反射性電極との問の有機層の屈折率を
ｎとしたときに、式（２）；（０．３／ｎ）λ＜ｄ＜（０．５／ｎ）λ、の関係を満たす
有機ＥＬ素子に係るものである。
【００２６】
　また、本発明は、上記各構成の有機ＥＬ素子を具備することを特徴とする面光源に係る
ものであり、また上記各構成の有機ＥＬ素子を具備することを特徴とする表示装置に係る
ものである。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参考にして、説明する。
図１は、本発明の２層型の有機ＥＬ素子の一例を示したものである。この素子は、基本構
成として、支持基板１上に透明電極２、正孔輸送層４、電子輸送性発光層５および反射性
電極３が順次積層された構成を有している。つまり、正孔輸送層４および電子輸送性発光
層５からなる有機層が透明電極２と反射性電極３とからなる一対の電極間に挟持された構
成を有しており、動作時には正孔輸送層４と電子輸送性発光層５の界面層から約１０ｎｍ
程度電子輸送性発光層側の領域で再結合が生じ、図示される発光領域６で集中して発光が
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生じる。
なお、この２層型とは異なる、たとえば正孔輸送層／発光層／電子輸送層の３層型の有機
ＥＬ素子では、電極間に電圧を印加すると、陽極からは正孔が、陰極からは電子が注入さ
れ、これらがそれぞれのキャリア輸送層を移動し発光層にて再結合して励起子が発生し、
上記同様にＥＬ発光が生じる。
【００２８】
また、本発明では、上記の基本構成として、とくに、正面方向の発光光は弱め合うが、素
子内部に閉じ込められる導波光は強め合うような構成とされている。このことを、図２の
特性図を用いて、説明する。
図２は、上記の基本構成のみからなる（後述する反射・屈折角に乱れを生ずる領域である
光散乱性色変換層を設ける前の）有機ＥＬ素子の輝度の角度分布を、正面０度から８０度
まで、１０度おきに測定した特性図を示したものである。図中、曲線－ａは本発明のもの
、曲線－ｂは従来のものである。なお、輝度値は、正面０度での輝度値を１とした相対値
で示している。
ただし、基本構成中、透明電極２の厚さは１００ｎｍ、正孔輸送層４の厚さは４０ｎｍで
あり、電子輸送性発光層５の厚さは、９５ｎｍ（本発明のもの）および６０ｎｍ（従来の
もの）となっている。また、素子に流す電流は上記本発明のものと従来のものとで同じと
なるように電圧を印加して測定してある。
【００２９】
この図２から、従来のものは、正面輝度値つまり正面０度方向の輝度値が高く広角度にな
るほど輝度値が低下しているのに対し、本発明のものは、正面輝度値が低く広角度になる
ほど輝度値が高くなる特性を示している。つまり、本発明のものは、輝度の角度依存性に
おいて、式（１）；正面輝度値＜５０度～７０度方向の輝度値、の関係を満たすように構
成されている。
なお、この関係は、上記の例では、電子輸送性発光層５の厚さの違いにより、達成してい
るが、発光層５を含む有機層と一対の電極との材料や厚さなどを適宜選択することにより
、任意に達成できるものである。
【００３０】
また、本発明のさらに好ましい態様として、正孔と電子の再結合発光領域６の中心部と反
射性電極３との距離をｄ（この例では、電子輸送性発光層５の厚さにほぼ近似する）、発
光層（この例では、電子輸送性発光層５）に使用している材料の蛍光発光スペクトルのピ
ーク波長をλ、発光層と反射性電極３の間の有機層（この例では、電子輸送性発光層５）
の屈折率をｎとしたときに、式（２）；（０．３／ｎ）λ＜ｄ＜（０．５／ｎ）λ、の関
係を満たすように、構成されているのがとくに望ましい。
たとえば、上記の例で、電子輸送性発光層５の蛍光発光のピーク波長が４５０ｎｍの青色
光であり、その屈折率が１．６５であれば、上記距離ｄは８１．８～１３６．４ｎｍの範
囲となるようにされているのが、望ましい。
【００３１】
本発明においては、このように式（１）を満たし、また好ましくは式（２）を満たす基本
構成を作製したうえで、さらに発光層と観測者側の出射媒質との間に空気層を介すること
なく光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領域７を設け、かつこの領域７内に発光層から
放射される発光光を励起光源として吸収し、蛍光発光または燐光発光する少なくとも１種
の発光性材料８を含ませて、この領域７を光散乱性色変換層としたことを特徴としている
。
【００３２】
このように構成すると、発光層から放射される発光光のうち、紙面上半球の光は透明電極
および支持基板を通過して上記の光散乱性色変換層に入射し、下半球の光は反射性電極で
反射されたのち同様に光散乱性色変換層に入射する。この過程において、屈折率の低い空
気層（屈折率＝１）が介在しないため、発光光は、全反射を受けることなく、光散乱性色
変換層に入射できる（透明電極や支持基板の屈折率によっては一部の光が全反射される場
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合はある）。
【００３３】
このように入射した光は、この層中の発光性材料の励起光源として作用して、発光性材料
に吸収される。その結果として、この発光性材料は、蛍光発光または燐光発光する。その
際、励起光は全反射による光の損失が最小限に抑えられる。また、上記の蛍光発光または
燐光発光の発光色は、発光性材料の種類を変えることにより、任意に選択することができ
、複数の発光性材料を用いてその添加量を調整することにより、白色発光を得ることもで
きる。
【００３４】
また、励起発光光は外部に出射するまでの過程で光散乱を受け、光の伝送角が変化し、本
来は素子内部に閉じ込められる広角度の光も全反射条件を外れ、外部に出射できるように
なる。また、全反射条件となるように散乱を受けた光は、空気界面で全反射して素子内部
に戻され、再度散乱を受けるうちに、その伝送角が全反射条件を外れ、最終的に外部に出
射される。
また、既述のとおり、有機ＥＬ素子の基本構成として、発光層から放射される正面方向の
光はわざと弱めあい、通常は導波光として素子内部に閉じ込められる広角度成分の光を強
め合う構成として、大部分の光量が分布する広角度の光を増幅したうえで、光散乱性色変
換層に空気層を介することなく入射させるようにしているため、上記のように最終的に外
部に取り出される励起発光光は、その発光効率が、従来に比べて、非常に高いものとなる
。
【００３５】
本発明において、光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領域７は、基本的に、全反射角以
上の角度にある光の伝送角を効率良く全反射角以下の伝送角に乱すことができ、素子内部
に閉じ込められている導波光をより多く外部に出射できるように形成されておればよく、
その形成方法について、とくに限定はない。従来より提案されているものをそのまま応用
できる。
【００３６】
たとえば、図１に示すように透明材料中にこれとは屈折率の異なる透明材料または不透明
材料を分散分布させた光拡散性部位を形成すればよい。具体的には、ガラスやポリマー中
に、シリカ粒子、チタニア粒子、ジルコニア粒子、プラスチック粒子、液晶粒子、気泡な
どを分散分布させたものなどがある。
これらの屈折率および屈折率差や粒子の粒径などにとくに限定はないが、光散乱を生じさ
せるという観点から、粒径は０．１μｍ～１０μｍ、屈折率差は０．０５以上であること
が好ましい。
【００３７】
また、レンズ構造も好適に用いることができる。レンズ構造とは同心円状、互いに平行な
複数本の線状、格子状などに配列ないし形成された複数のレンズ、プリズム、Ｖ字溝など
によって、直進する光の方向を変化させる薄型板状透明物質を意味する。具体例としては
、レンティキュラーレンズシート、フレネルレンズシート、コーナーキューブレンズシー
ト、ハエの目レンズシート、猫の目レンズシート、二重ハエの目レンズシート、二重レン
ティキュラーレンズシート、放射状レンティキュラーレンズシート、プリズムレンズフィ
ルム、マイクロプリズムレンズフィルムなどや、これらのレンズシートの凸面を凹面に変
えてなるレンズシート、透明球または半透明球を面状に並べたものなどが挙げられる。ま
た、Ｖ字溝などの溝を彫ることによって光の方向を変化させたものでもよい。レンズシー
トの材質はガラスであってもよいし、樹脂であってもよい。
【００３８】
また、支持基板表面または各界面に物理的な凹凸面を形成してもよい。具体的には、支持
基板表面を艶消し処理したり、有機層（ポリマー層）表面に周期的な凹凸構造を熱転写す
るなどして、形成することができる。
【００３９】
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本発明において、上記光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領域７の形成位置についても
限定はなく、任意の位置に形成できる。
たとえば、支持基板１の表面に粘着剤や接着剤を介して拡散フィルムを貼り合わせたり、
支持基板１自体に光拡散性を持たせてもよく、また透明電極２と支持基板１の間に形成し
てもよい。発光面積が比較的大きい照明用途に用いる場合、基板表面に形成すればよいが
、表示装置のように発光面積が小さくなる場合は、発光層と反射・屈折角に乱れを生じさ
せる領域との伝送距離による視差を低減するため、できるだけ発光層近傍に形成するのが
好ましい。
【００４０】
また、本発明において、発光性材料８は、図１に示すように、支持基板１上の光の反射・
屈折角に乱れを生じさせる領域７の内部に設けて、光散乱性色変換層を構成させるほか、
上記領域７と発光層との間の任意の位置に、光散乱性のない色変換層として設けることが
できる。発光性材料は、これらの色変換層中に均一に溶解または分散されているのが望ま
しい。
【００４１】
図３および図４は、上記の例を示したものである。図３は、支持基板１と光の反射・屈折
角に乱れを生じさせる領域７との間に、発光性材料８を含有する色変換層を設けたもので
あり、図４は、支持基板１中に発光性材料８を含有させて、この基板１自体を色変換層と
したものである。両図において、他の構成は、図１と同じてあり、図１と同一番号を付し
て、その説明を省略する。これらの構成によっても、前記の場合と同様の効果が奏される
。
【００４２】
また、発光性材料は、光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領域７の内部と、上記領域７
と発光層との間の任意の位置との両方に、含ませてもよいし、異なる発光性材料を別々に
含ませてもよい。さらに、異なる発光性材料を含ませた層を積層構成として形成するなど
、その実施形態は任意である。たとえば、積層構成のものを、透明性樹脂に発光性材料を
分散させたフィルムを貼り合わせて形成したり、溶剤で溶解させたものを塗布して形成し
てもよい。また、これらの各層は直接積層してもよいし、透明粘着剤や接着剤を介して貼
り合わせてもよい。さらに、粘着剤や接着剤に発光性材料を含ませることもできる。
【００４３】
本発明において、発光性材料には、紫外線または可視光線を吸収して、可視光領域の波長
の光を発光する材料であれば、とくに制限はない。励起１重項からの発光である蛍光や３
重項からの発光である燐光などを放射する、有機染料や無機顔料などが用いられる。発光
波長として青色、緑色、赤色の材料を単独または混合して用いることが望ましい。たとえ
ば、有機蛍光染料の例としては、下記の青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体などが挙げ
られる。
【００４４】
青色蛍光体は、溶液状態での蛍光ピーク波長が３８０ｎｍ以上、４８０ｎｍ未満である有
機化合物であれば、とくに制限はないが、たとえば、スチルベン誘導体、ジスチリルアリ
ーレン誘導体およびトリススチリルアリーレン誘導体の中から選ばれる、少なくとも１種
を含有させるのが望ましい。その他の青色蛍光体としては、アントラセン、ベリリン、コ
ロネンなどの多環芳香族やそのアルキル置換体が挙げられる。
【００４５】
緑色蛍光体は、溶液状態での蛍光ピーク波長が４８０ｎｍ以上、５８０ｎｍ未満である有
機化合物であれば、とくに制限はない。具体的には、３－（２′－ベンジミダゾリル）－
７－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノクマリン（クマリン５３５）、３－（２－ベンゾチアゾリル
）－７－ジエチルアミノクマリン（クマリン５４０）、２，３，５，６，－１Ｈ，４Ｈ－
テトラヒドロ－８－トリフルオロメチルキノリジノ－＜９，９ａ，１－ｇｈ＞クマリン（
クマリン５４０Ａ）、３－（５－クロロ－２－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノ
クマリン（クマリン３４）、４－トリフルオロメチル－ピペリジノ［３，２－ｇ］クマリ
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ン（クマリン３４０）、Ｎ－エチル－４－トリフルオロメチル－ピペリジノ［３，２－ｇ
］クマリン（クマリン３５５）、Ｎ－メチル－４－トリフルオロメチル－ピペリジノ［２
，３－ｈ］クマリン、９－シアノ－１，２，４，５－３Ｈ，６Ｈ，１０Ｈ－テトラヒドロ
－１－ベンゾピラノ［９，９ａｌ－ｇｈ］キノリジン－１０－オン（クマリン３７７）な
どのクマリン化合物、２，７－ジクロロフルオレセンなどのキサンチン色素、テトラセン
、キナクリドン化合物などが挙げられる。
【００４６】
赤色蛍光体としては、溶液状態でのピーク波長が５８０ｎｍ以上、６５０ｎｍ以下である
有機化合物であれば、とくに制限はない。具体的には、ヨーロッパ公開特許第２８１３８
１号公報に記載されている赤色発振レーザー色素として用いられるジシアノメチレンピラ
ン誘導体、ジシアノメチレンチオピラン誘導体、フルオレセイン誘導体、ペリレン誘導体
などが挙げられる。
【００４７】
これらの発光性材料は、色変換層を構成する樹脂材料などに対して、０．１～１０モル％
、好ましくは０．５～５モル％の割合で含ませればよい。この量は、濃度消光を生じない
ための濃度範囲である。
なお、発光性材料に有機ＥＬ素子からの励起光をすべて吸収させることなく、その一部を
吸収させてより長波長の色に変換させ、吸収されなかった励起光源はそのまま外部に出射
させてもよい。たとえば、励起光に青色を用い、黄色に発光する有機染料を適量添加する
ことで、また緑色と赤色に発光する有機染料を適量添加することで、いずれも、白色を得
ることができる。これらの量は、励起発光の発光スペクトル、有機染料の吸収スペクトル
、赤外スペクトルなどから、目的の発光色が得られるように、適宜、濃度調整すればよい
。
【００４８】
本発明の有機ＥＬ素子において、基本構成となる有機材料、電極材料、層構成や各層の膜
厚に関してはとくに限定はなく、従来技術をそのまま適用することができる．有機層は低
分子系材料を真空蒸着して形成してもよいし、高分子系材料を塗布法などにより形成して
もよく、とくに制限はない。
【００４９】
具体的な構成として、前記した２層型の有機ＥＬ素子である陽極／正孔輸送層／電子輸送
性発光層／陰極のほか、３層型の有機ＥＬ素子である陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸
送層／陰極、これらの積層型素子とは異なる陽極／発光層／陰極などの種々の構成を選択
でき、とくに限定はない。
陽極界面に正孔注入層や陰極界面に電子注入層を設けたり、再結合効率を高めるための電
子ブロック層、正孔ブロック層を挿入した構成としてもよい。基本的には、発光効率がよ
り高くなる構成、材料、形成方法を選択すると、少ない消費電力で強度のＥＬ発光が得ら
れ、本発明の効果をより高められる。
もちろん、発光層は発光性材料の励起光として効率良く機能するようにその材料が選択さ
れ、基本的には、紫外もしくは青色発光材料が用いられるが、これらは励起光と発光性材
料との特性により、適宜選択すればよい。
【００５０】
電極材料も、適宜最適なものを選択できる。通常の有機ＥＬ素子において、陽極には酸化
インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化錫などの透明導電膜が用いられ、陰極にはＭｇとＡｇをお
よそ１０：１の原子比で共蒸着したものや、Ｃａ電極、Ｌｉを微量ドープしたＡｌ電極な
どが陰極の低仕事関数化による電子注入効率向上の観点から応用されているが、とくに限
定されるものではない。
【００５１】
本発明に用いられる支持基板としては、透明性の有無に関わらず、一般的なものを使用で
きる。ガラス基板を用い、発光を透明電極を介してガラス基板側に取り出す方法のほかに
、不透明な金属板を支持基板に用い、基板とは逆の方面から光を取り出すような構成とし
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てもよい。
また、陽極を透明電極とする以外に、たとえば陰極として有機層界面から厚さ数ｎｍ～十
数ｎｍの透光性を維持できる薄さの金属電極を形成し、その後、ＩＴＯを形成するなどし
て、陰極を透明電極としてもよい。もちろん、ポリマーフィルムのように可撓性のある材
料を基板に用いてもよいし、基板自体に光の反射・屈折角に乱れを生じされる領域を形成
したものであってもよい。さらに、既述のとおり、基板中に発光性材料を分散させること
もできる。
【００５２】
なお、図１、図３および図４においては、光の反射・屈折角に乱れを生じされる領域や色
変換層を、直接、支持基板や透明電極上に形成しているが、透明な粘着剤や接着剤を介し
て、貼り合わせてもよい。その際、有機ＥＬ素子の発光光を極力全反射により失わないよ
うに、各層の屈折率を考慮して、これらの粘着剤や接着剤の屈折率を調整することが望ま
しい。
【００５３】
たとえば、図１において、光の反射・屈折角に乱れを生じされる領域７に発光性材料８を
含ませた光散乱性色変換層を、支持基板（ガラス基板）１上に粘着剤を用いて貼り合わせ
る場合、この粘着剤の屈折率は、ガラス基板の屈折率より高くかつ光散乱性色変換層の屈
折率より小さくするのが望ましい。これによりガラス基板／粘着剤および粘着剤／光散乱
性色変換層の界面で全反射が起こらず効率良く光拡散性色変換層に励起光を入射させるこ
とができる。ただし、必ずしも、粘着剤の屈折率が上記関係を満足していなくても、屈折
率差が０．１程度かそれ以下であれば、本発明の効果を著しく低下させる心配はない。
【００５４】
本発明においては、このような構成からなる有機ＥＬ素子を発光素子として具備すること
を特徴とする面光源と、さらに上記有機ＥＬ素子を発光素子として具備することを特徴と
する表示装置を、提供できる。これらにより、発光効率が高く消費電力の低い面光源およ
び表示装置を提供できるものである。
【００５５】
【実施例】
　つぎに、本発明を実施例により具体的に説明する。ただし、本発明は、以下の実施例の
みに限定されるものではない。

　なお、以下に記載の「実施例１，２」のうち、「実施例１」が特許請求の範囲に含まれ
る本発明の有機ＥＬ素子の例を示したものであり、「実施例２」は特許請求の範囲に含ま
れない参考例としての有機ＥＬ素子の例を示したものである。
【００５６】
実施例１
＜有機ＥＬ素子の基本構成の作製＞
ガラス基板の片面側に、ＩＴＯセラミツクターゲット（Ｉｎ2 Ｏ3 ：ＳｎＯ2 ＝９０重量
％：１０重量％）から、ＤＣスパッタリング法にて、厚さ１００ｎｍのＩＴＯ膜を形成し
、透明電極（陽極）を形成した。
その後、フォトレジストを用いて、ＩＴＯをエッチングすることにより、発光面積が１５
mm×１５mmとなるようにパターンを形成した。超音波洗浄を行ったのち、低圧紫外線ラン
プを用いてオゾン洗浄した。
【００５７】
つぎに、励起光として青色発光を用いるため、文献〔Ｊｕｎｊｉ．Ｋｉｄｏ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｖｏｌ．３２，Ｐａｒｔ．２，Ｎｏ．７Ａ，Ｌ９
１７～Ｌ９２０（１９９３）〕に記載されている方法を、参考にして、ＩＴＯ面上に、真
空蒸着法により、有機層を順次形成した。
まず、正孔注入層として、式（３）で表されるＣｕＰｃを、蒸着速度０．３ｎｍ／ｓで、
１５ｎｍの厚さに形成した。つぎに、正孔輸送性青色発光層として、式（４）で表される
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ＴＰＤを、蒸着速度０．３ｎｍ／ｓで、４０ｎｍの厚さに形成した。ついで、正孔ブロッ
ク層として、式（５）で表されるＴＡＺを、蒸着速度０．３ｎｍ／ｓで、１５ｎｍの厚さ
に形成した。最後に、電子輸送層として、式（６）で表されるＡｌｑを、蒸着速度０．３
ｎｍ／ｓで、９０ｎｍの厚さに形成した。
【００５８】
その後、Ｍｇを１ｎｍ／ｓ、Ａｇを０．１ｎｍ／ｓの蒸着速度にて共蒸着し、厚さ１００
ｎｍのＭｇＡｇを形成後、ＭｇＡｇの酸化防止の観点から、さらに、その上にＡｇを５０
ｎｍ形成して、反射性電極（陰極）とした。
真空蒸着装置から取り出したのち、陰極電極側に紫外線硬化性エポキシ樹脂を滴下し、そ
の上にスライドガラスを被せ、十分にエポキシ樹脂が広がった時点で高圧紫外線ランプを
用いてエポキシ樹脂を硬化させ、素子を封止した。
【００５９】
【化１】
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【００６０】
このように作製した反射・屈折角に乱れを生じさせる領域（光散乱性色変換層）を形成す
る前の有機ＥＬ素子について、１３Ｖの直流電圧を印加したところ、１３．５ｍＡ／cm2 

の電流密度で素子に電流が通じ、発光が観測された。発光色は青色がかった白色をしてお
り、ガラス基板の側面にみられる素子内に閉じ込められた導波光成分は青色であり、非常
に強いものであった。
図５に示すように、市販の輝度計（トプコン社製の品名「ＢＭ９」）を用い、θ方向の素
子の輝度を、０度～８０度方向まで、１０度おきに測定した。正面０度の輝度値が１とな
るように規格化し、その角度分布を調べた。
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結果は、０度：１．００に対し、１０度：１．０３、２０度：１．０６、３０度：１．１
２、４０度：１．１５、５０度：１．１８、６０度：１．２１、７０度：１．２１、８０
度：１．１５、となった。
【００６１】
この結果から、上記の有機ＥＬ素子は、本発明の式（１）の関係を十分に満たすものであ
った。また、この素子において、正孔と電子の再結合は、ほぼＴＡＺとＴＰＤの界面のＴ
ＰＤ側で起こる。よって、本発明にいう正孔と電子の再結合発光領域の中心部と反射性電
極との距離ｄはおよそ１０５ｎｍであった。
また、ガラス基板上に蒸着したＴＰＤ薄膜の蛍光スペクトルのピーク波長λはおよそ４５
０ｎｍであった。また、分光エリプソメータを用いて測定したＴＰＤ薄膜の屈折率ｎはお
よそ１．６８であった。よって、上記の有機ＥＬ素子は、本発明の式（２）の関係も満足
するものであった。
【００６２】
＜光散乱性色変換層（反射・屈折角に乱れを生じさせる領域に発光性材料を含ませた層）
の形成＞
緑色蛍光染料として、ＢＡＳＦ社製の「ＬｕｍｏｇｅｎＦ　Ｙｅｌｌｏｗ－０８３」をジ
クロロメタンに０．２重量％の濃度で溶解させた。また、赤色蛍光染料として、ＢＡＳＦ
社製の「ＬｕｍｏｇｅｎＦ　Ｒｅｄ－３０５」をジクロロメタンに０．１５重量％の濃度
で溶解させた。これらの溶液を１０ｇづつ等量混合し、その溶液中にマトリックス樹脂と
してポリメタクリル酸メチルを６．５ｇ、拡散粒子としてアルミナ微粒子（昭和電工社製
の「ＵＡ－５０３５」、平均粒径０．９μｍ）を１．３ｇ、加えて、十分に撹拌した。
この溶液を、剥離剤で処理したポリエチレンテレフタレートフィルムからなる厚さが５０
μｍのセパレータ上に、アプリケータを用いて、キャスティングし、十分に乾燥したのち
、キャストフィルムをセパレータから剥離して、厚さが５５μｍの光散乱性色変換層とし
た。
【００６３】
つぎに、前記のように作製した有機ＥＬ素子のガラス基板表面上に、上記の光散乱性色変
換層を、アクリル系透明粘着剤を介して貼り合わせ、目的とする有機ＥＬ素子を作製した
。この素子に前記同様に１３Ｖの電圧を印加して、１３．５ｍＡ／cm2 の電流密度で素子
に電流を通じたところ、白色発光が得られた。図６に、光散乱性色変換層形成前後の発光
スペクトルを示した。図中、曲線－ｃは光散乱性色変換層形成前、曲線－ｄは光散乱性色
変換層形成後、である。
【００６４】
比較例１
電子輸送層として、式（６）で表されるＡｌｑを４５ｎｍの厚さに形成した以外は、実施
例１と同様にして、基本構成としての有機ＥＬ素子と、これに光散乱性色変換層を形成し
た有機ＥＬ素子を作製した。
この光散乱性色変換層の形成前後の有機ＥＬ素子に対して、８．３Ｖの電圧を印加し、同
様に１０．５ｍＡ／cm2 の電流密度で素子に電流を流して発光させ、実施例１と同様に評
価した。
【００６５】
光散乱性色変換層形成前の有機ＥＬ素子は、発光色および導波光ともに青色であり、実施
例１に比べて、導波光成分の強度は弱かった。また、θ方向の輝度分布は、０度：１．０
０に対し、１０度：１．００、２０度：０．９３、３０度：０．９３、４０度：０．８９
、５０度：０．８９、６０度：０．７９、７０度：０．７９、８０度：０．７１、となっ
た。
この結果から、光散乱性色変換層形成前のθ方向の輝度分布は、本発明の式（１）の関係
を満足しなかった。また、Ａｌｑ層とＴＡＺ層の合計厚さ６０ｎｍという値も、本発明の
式（２）の関係を満足しなかった。
光散乱性色変換層形成後の有機ＥＬ素子では白色発光が得られた。図１０に、光散乱性色
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変換層形成前後の発光スペクトルを示した。図中、曲線－ｅは光散乱性色変換層形成前、
曲線－ｆは光散乱性色変換層形成後、である。
【００６６】
比較例２
電子輸送層として、式（６）で表されるＡｌｑを１４０ｎｍの厚さに形成した以外は、実
施例１と同様にして、基本構成としての有機ＥＬ素子と、これに光散乱性色変換層を形成
した有機ＥＬ素子を作製した。
この光散乱性色変換層の形成前後の有機ＥＬ素子に対して、１８．２Ｖの電圧を印加し、
同様に１０．５ｍＡ／cm2 の電流密度で素子に電流を流して発光させ、実施例１と同様に
評価した。
【００６７】
光散乱性色変換層形成前の有機ＥＬ素子は、発光色および導波光ともに青色であり、実施
例１に比べて、導波光成分の強度は弱かった。また、θ方向の輝度分布は、０度：１．０
０に対し、１０度：０．９５、２０度：０．８６、３０度：０．７７、４０度：０．７１
、５０度：０．６３、６０度：０．５６、７０度：０．５２、８０度：０．４５、となっ
た。
この結果から、光散乱性色変換層形成前のθ方向の輝度分布は、本発明の式（１）の関係
を満足しなかった。また、Ａｌｑ層とＴＡＺ層との合計厚さ１５５ｎｍという値も、本発
明の式（２）の関係を満足しなかった。
光散乱性色変換層形成後の有機ＥＬ素子では、白色発光が得られた。
【００６８】
つぎに、上記の実施例１および比較例１，２の各有機ＥＬ素子について、光散乱性色変換
層形成後のθ方向の角度での実際の輝度値とさらに全光量を調べた。これらの結果は、表
１に示されるとおりであった。
【００６９】
表１
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【００７０】
上記の結果から明らかなように、本発明の実施例１の有機ＥＬ素子は、同じ素子電流（１
０．５ｍＡ／cm2 ）を通じた状態において、比較例１，２の有機ＥＬ素子に比べて、輝度
および全光量ともに大きく、単位電流あたりの発光効率にすぐれていることがわかる。
また、実施例１の有機ＥＬ素子は、光散乱性色変換層形成前では、比較例１，２の有機Ｅ
Ｌ素子とは異なり、正面より広角度になるほど輝度が大きい傾向を示していたが、光散乱
性色変換層形成後は、比較例１，２の有機ＥＬ素子とほぼ同様に、正面より広角度になる
ほど輝度が低下する傾向を示した。
【００７１】
さらに、光散乱性色変換層形成前の発光強度は、実施例１の有機ＥＬ素子よりも、比較例
１，２の有機ＥＬ素子の方が大きかったが、光散乱性色変換層形成後の発光強度は、上記
と逆の結果となり、比較例１，２の有機ＥＬ素子よりも、実施例１の有機ＥＬ素子の方が
大きくなった。
この結果は、実施例１では、正面輝度は低下するが、本来素子内部に閉じ込められて取り
出すことのできない導波光成分を強め合うような基本構成として、これに空気層を介する
ことなく光散乱性色変換層を形成したことにより、増強された導波光が全反射されること
なく光散乱性色変換層に入射し、蛍光染料の励起光源として有効に利用されたことに基づ
くものである。
【００７２】
実施例２
実施例１において、光散乱性色変換層を形成する際に、拡散粒子を使用せず、光散乱性の
ない透明な蛍光フィルム（単なる色変化層）を作製した。この蛍光フィルムを、有機ＥＬ
素子のガラス基板上に透明粘着剤を介して貼り合わせ、この上にさらに、反射・屈折角に
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乱れを生じさせる領域として、三角錐が多数配置されたコーナーキュープレンズシートを
、透明粘着剤を介して貼り合せるようにした以外は、実施例１と同様にして、有機ＥＬ素
子を作製した。
【００７３】
比較例３
電子輸送層として、式（６）で表されるＡｌｑを４５ｎｍの厚さに形成した以外は、実施
例２と同様にして、有機ＥＬ素子を作製した。
【００７４】
上記の実施例２および比較例３の有機ＥＬ素子について、それぞれ、１０．５ｍＡ／cm2 

の電流密度で素子に電流を通じたときの輝度の角度分布を測定し、全光量を求めた。その
結果、実施例２の有機ＥＬ素子では２４３（ｌｍ／ｍ2 ）、比較例３の有機ＥＬ素子では
１５９（ｌｍ／ｍ2 ）となり、本発明の素子構成とすることにより、発光効率が高められ
ることが確認された。
【００７５】
【発明の効果】
以上のように、本発明の有機ＥＬ素子は、白色ＬＥＤに応用されているように励起光源に
青色、紫外光などの短波長の発光素子を用い、その励起光源を適宜の発光性材料で色変換
する方式と同様に、発光性材料の添加量を調整するだけで、容易に白色をはじめとした任
意の発光色を得ることができる。そればかりか、色変換層を形成する前は発光効率は低い
が、本来素子内部に閉じ込められる導波光成分を増幅するように工夫しているため、空気
層を介することなく色変換層を形成することで、立体角的に光量の多い増強された導波光
成分がそのまま色変換層に入射し、これに分散された発光性材料の励起光源として有効に
働く。
【００７６】
しかも、色変換層自体またはそれより出射面側を光の反射・屈折角に乱れを生じさせる領
域とすることにより、励起発光した発光光が空気層界面で全反射し、導波光として内部に
閉じ込められるのを抑制し、光の利用効率が損なわれないように工夫されているため、発
光効率にすぐれた有機ＥＬ素子を提供することができる。このように有機ＥＬ素子の発光
効率が向上することで、同じ明るさを得るために必要な駆動電流を小さくでき、素子の長
寿命化につながる。また、励起光源にＥＬ発光光を用い、間接的に発光性材料を発光させ
、しかも散乱させて外部に出射させるので、有機ＥＬ素子で問題となる素子劣化に伴うダ
ークスポットの影響がほとんど現れなくなるという効果も得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の一例を示す断面図である。
【図２】本発明および従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の基本構成についての（
光散乱性色変換層を形成する前の）特性図である。
【図３】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の他の例を示す断面図である。
【図４】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の別の例を示す断面図である。
【図５】実施例１の有機エレクトロルミネッセンス素子の特性の説明図である。
【図６】実施例１の有機エレクトロルミネッセンス素子の光散乱性色変換層を形成する前
および後の発光スペクトルを示す特性図である。
【図７】本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の原理説明図である。
【図８】有機エレクトロルミネッセンス素子の発光領域を示す説明図である。
【図９】有機エレクトロルミネッセンス素子の輝度についての説明図である。
【図１０】比較例１の有機エレクトロルミネッセンス素子の光散乱性色変換層を形成する
前および後の発光スペクトルを示す特性図である。
【符号の説明】
１　支持基板
２　透明電極（陽極）
３　反射性電極（陰極）
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４　正孔輸送層
５　電子輸送性発光層
６　発光領域
７　反射・屈折角に乱れを生じさせる領域
８　発光性材料

【図１】 【図２】

【図３】
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